
       

  2023/06/27 関東地方整備局 技術調査課 

 

 

適正な労働条件・安全衛生に配慮した発注に関すること 

 

 

１．施工時期の平準化等について  

   ・国庫債務負担行為の積極的な活用 

    ・速やかな繰越手続の実施 

      ・余裕期間制度の活用 

 

２．週休２日工事について           ・・・Ｐ１ 

 

３．工期設定のさらなる適正化について     ・・・Ｐ３ 

（猛暑日を考慮した工期設定）     

 

４．熱中症対策に関する工事積算について    ・・・Ｐ５ 

 

５．時間外労働規制の適用に向けた工事積算について・・Ｐ７ 

 

６．公共工事設計労務単価について       ・・・Ｐ８ 

 

７．その他（遠隔臨場の活用、工事書類の簡素化）・・・Ｐ９ 
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• 遠隔臨場の活用は、移動時間の軽減や立会の待ち時間の軽減となり、受注者にとっても、発注者に
とっても効率的な確認立会の実施に効果的。

• ただし、遠隔臨場の対象工事は、「監督職員が現場に行かなくて良い」ものではない。

• 遠隔臨場の活用により創出された時間を有効に活用し、監督職員は必要な現場の確認に努めるこ
とが重要。

遠隔臨場を活用し、効率的な施工管理を実施

遠隔臨場の活用 （段階確認、確認立会、材料確認）
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工事検査は「検査書類限定型」を活用し１０書類に限定して検査

• 完成検査、既済部分検査、完済部分検査、中間検査を対象に、資料検査に必要な書類を限定し、監督職員
と検査職員の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る。

工事書類の簡素化に向けた『検査書類限定型工事』について
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工事書類を必要最小限に簡素化（スリム化）を図るとともに、受発注者間で作成書類の役割分担の明確化、書類の
電子化、遠隔臨場やＷＥＢ会議の活用によりインフラ分野のＤＸを推進し、工事の円滑な施工を図るとともに、受発注
者間双方の働き方改革の推進を図ることが目的。

取組の目的

適用 ・ 改定のポイント

■適用
・令和３年１０月１日以降に入札・契約手続運営委員会を開始する関東地方整備局発注工事。（港湾空港関係、営繕関係を除く）
（入札手続き中及び契約済みの工事についても適用）

・受注者、発注者・監督職員、検査職員、現場技術員・施工体制調査員は工事書類のスリム化に留意するものとする。

■改定のポイント

 工事書類は電子データが原則であることを明確化にするため、名称を「土木工事電子書類」

に改定。

 工事着手前に設計審査会にて受発注者間で作成書類の役割分担の明確化。

 設計審査会をはじめ、会議資料は電子データを原則（ペーパーレス）としプロジェクター、

タブレット等の活用やＷＥＢ会議に努める。

 施工計画書は、概算・概略数量発注により詳細が未定の場合、準備工着手時は必要最小限の

項目を作成し、施工内容が確定した後に詳細な施工計画書を作成すればよい。

 遠隔臨場を活用し、効率的な段階確認、材料確認、立会の監督を実施。

 創意工夫・社会性等に関する実施状況は１０項目までの提出とする。

 完成検査は「検査書類限定型工事」（検査書類を１０種類に限定）を活用し、効率的な検査を

実施。

 作成が不要な書類、提出が不要な書類、その他スリム化に関する留意事項を明記。

※関東地整ＨＰに掲載
「土木工事電子書類スリム化ガイド」 → https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000037.html

土木工事電子書類スリム化ガイドの改定（令和３年９月）
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国土交通省
関東地方整備局令和４年度 工事事故発生状況（発生形態別）

Ｒ４工事事故発生状況（発生形態別）

… Ｒ５年度重点的安全対策項目
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※Ｒ５年３月時点で工事事故扱いしている案件

工事事故発生件数のうち、公衆損害の割合が多く、特に地下埋設物件の損傷件数は横ばいで
推移。

令和５年度重点的安全対策の項目は、発生件数および重大事故の発生状況を考慮して、

５項目を設定。
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過去5ヵ年の事故発⽣件数 労働災害
公衆損害
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（件数）

Ⅰ.架空線等上空施設の損傷事故防⽌
（R4発⽣割合 10％ 3件／31件)

Ⅱ.建設機械等の稼働に関連した⼈⾝事故防⽌
（R4発⽣割合 19％ 6件／31件)

Ⅲ.⾜場・法⾯等からの墜落事故防⽌
（R4発⽣割合 10％ 3件／31件)

Ⅳ.地下埋設物の損傷事故防⽌
（R4発⽣割合 13％ 4件／31件)

Ⅴ.第三者の負傷、第三者⾞両等に対する損害
（R4発⽣割合 16％ 5件／31件)

１．重点的安全対策とは
⼯事事故の発⽣状況を踏まえ、重点的に安全対策を⾏う事項を設定す

ることで、⼯事関係者に⼯事事故防⽌に努めていただくくことを⽬的と
しています。平成２７年度以降、⼯事事故は減少傾向にありますが、令
和４年度は死亡事故が発⽣しており、引き続き⼯事事故防⽌の取組が必
要です。

２．⼯事事故の発⽣形態
⼯事事故には、様々な発⽣形態があります。事故が多発している発

⽣形態や重⼤事故事故につながる恐れのあった事案を考慮し、令和５
年度の重点的安全対策の事故形態とします。

３．重点的安全対策として実施するべき内容
重点的安全対策の事故形態毎に、具体的に実施すべき内容を設定

し、現場作業員⼀⼈⼀⼈への周知徹底をお願いしています。

４．令和5年度の重点安全対策のポイント
令和４年度は建設機械の稼働に関連した⼈⾝事故が多く発⽣して

います。また、建設機械の点検・清掃時に発⽣している事案もある
事から、「点検・清掃時の安全確保」について、令和5年度より新た
に実施すべき内容として追加しています。
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関東地方整備局令和５年度重点的安全対策（概要版）
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Ⅰ. 架空線等上空施設の損傷事故防⽌
①事前確認及び周知・指導の徹底
・種類、位置等を確認するとともに、チェックリスト等

を⽤いて、作業員へ周知、指導を徹底する。
②⽬印表⽰等の設置
・架空線に注意が向くよう⽬印表⽰や看板等を設置する。
③適切な誘導
・誘導員を配置し、合図を定めて誘導する。
④アーム・荷台等は下げて移動
・必ずアームや荷台・ブームを下げて移動する。

重点的安全対策として実施するべき主な内容

Ⅱ. 建設機械等の稼働に関連した⼈⾝事故防⽌
①適切な施⼯機械の選定及び使⽤
・適切な施⼯機械を選定し、機械の取扱説明書等を遵守する。
②誘導員の配置
・誘導員を適正に配置する。
③作業員に対する作業⽅法の周知
・必要な作業⼿順を周知徹底する。
④点検・清掃時の安全確保
・点検・清掃中に誤って機械が作動⼜は

移動しないような措置を講じる。

Ⅲ. ⾜場・法⾯等からの墜落事故防⽌
①作業⽅法及び順序の周知
・墜落制⽌⽤器具（安全帯）の着⽤など、

作業⽅法、作業⼿順を周知徹底する。
②墜落防⽌設備の設置、使⽤
・親綱等の墜落防⽌設備を設置、使⽤し、安全な⾜場環境を整備する。
③安全通路の設定、周知徹底
・作業員が安全に移動できる通路を確保する。
④「ロープ⾼所作業」における危険防⽌のための関係法令の遵守
・ライフライン設置、特別教育の実施等を遵守する。

Ⅳ．地下埋設物の損傷事故防⽌
①事前調査、試掘の実施
・作業に先⽴ち図⾯等の照会を必ず⾏う。
・試掘は作業⼿順書を作成し実施する。
・作業員にチェックリスト等を⽤いて

留意事項を指導する。
②⽬印表⽰、作業員への周知
・⽬印表⽰等による埋設位置の明⽰を⾏う。
③監視員の配置
・必要に応じて監視員を配置する。

Ⅴ．第三者の負傷・第三者⾞両等に対する損害
①適切な交通誘導
・交通誘導員を適切に配置し、事前に具体的な

誘導⽅法、合図等を確認する。
②交通関係法令の遵守
・交通関係法令を遵守し、安全運転に努めること。
③運搬物の安定性の確保
・積荷の固縛措置が⼗分であるか確認する等、

出発前に⼊念な対策を講じておくこと。

Ⅵ.事故防⽌
①基本的な⼿順の遵守及び動作の確実な実施
・作業の基本となる⼿順を遵守させるとともに、Ⅰ Ⅴの遵守事例に
ついて確実に実施するとともに、⼯事関係者に対して指導すること。

②安全施⼯が確保される施⼯計画書等の作成・検討
③作業員に対する安全教育
④適正な⼯程管理
⑤交通安全管理
※「Ⅵ.事故防⽌」の重点的安全対策として実施するべき内容は、基本的な安全対

策をまとめたものであり、下請が単独で起こした事故であっても、当該内容の
指導が不⼗分であったとして、受注者に対し、厳しい措置を⾏うこととする。

※⾚字は令和５年度に追加した内容

【積荷の適切な固縛】

【架空線対策】

【墜落制⽌⽤器具の使⽤】

【センサーによる接触防⽌】

【試掘による確認】

関東地方整備局令和５年度重点的安全対策（概要版）
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関東地方整備局ホームページ「工事の安全対策」コンテンツでは、
重点的安全対策や工事事故の発生状況、管内で発生した工事事
故の事例や再発防止対策などを紹介しています。
各工事現場における安全対策の立案や、安全教育の素材として
ご活用ください。

関東地⽅整備局HP「⼯事の安全対策」の紹介

【URL】
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000013.html

セーフティサポートニュース

工事事故発生状況

重点的安全対策

工事事故 事例集

工事事故防止強化月間
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